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グループ 音更川合流点下流②

A・B OK

C －

論点 なし

十勝川中流部川づくり事務局案への各グループからの意見（第5回WS）
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グループ 音更川合流点上流

A 疎林化も考慮

B 樹林保全を検討

C OK

論点 疎林化と樹林保全を検討

グループ 音更川合流点下流①

A・B OK

C ・左岸川側の樹木伐採
で右岸掘削幅を減少
・左岸堤防側疎林化

論点 伐採及び掘削方法検討

グループ 相生中島上流

A・B OK

C 右岸樹林保全幅を
少なくし、左岸掘削幅を減少

論点 右岸樹林保全幅を検討

グループ 相生中島下流

A・B・C OK

論点 なし

グループ 十勝川温泉下流

A・B・C OK

論点 なし

グループ 十勝中央大橋下流

A OK （エコロジーパーク下流のみ未議論）

B 川側の樹林を保全し
その背後の高水敷を掘削

関連団体から意見聴取（エコロ
ジーパーク）

C OK （白鳥護岸の整備希望）

論点 掘削方法を検討



音更川合流点より上流

川づくり案（第５回）

左岸側の樹木を伐採し、必要な流下断面を確保する。
ただし、河岸の樹林は連続性確保のために10m以上保全する。中洲
や河道内の河原は現状のまま維持し、掘削は行わない。
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グループ討議意見

代替案の検討

①左岸側の樹木を保全した場合
・左岸側の低水路拡幅（最大30m程度）と中洲などの河原の平水
位での掘削が必要。

②左岸側の樹木を「疎」にした場合
・十勝大橋より上流部で、最大30ｍ程度の幅で、低水路の拡幅
（平水位での掘削）が必要となる。（中洲は保全）

代替案②の場合、最大30m程度の幅で、低水路の拡幅が必要

グループ 音更川合流点上流

A 疎林化も考慮

B 樹林保全を検討

C OK

論点 疎林化と樹林保全を検討
川づくり案(第5回WS)

代替案①

代替案②
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事務局からの提案

◆河道内の樹木が年々増加傾向にあるのに対し、草原や河原環境が減少傾向にあることから、第５回
で提案した「左岸の樹木を伐採し草原環境とし、河原は保全する案」を提案したい。

川づくり案(第5回WS)イメージパース

音更川合流点より上流



音更川合流点より下流①

川づくり案（第５回）

左岸側の樹林を保全し、右岸側を平水位で掘削する。

左岸側の高水敷の樹林を間引きし「疎」にする。
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グループ討議意見

代替案の検討

①左岸高水敷（黄緑の範囲）の樹木を「全伐採」とした場合
・右岸側の低水路掘削幅を約50ｍから約10～20ｍ程度に減少する
ことができる。

②左岸高水敷（黄緑の範囲）の樹木を「疎」にした場合
・右岸側の低水路掘削幅を約50ｍから約30ｍ程度に減少すること
ができる。

グループ 音更川合流点下流①

A・B OK

C ・左岸川側の樹木伐採で右岸掘削幅を減少
・左岸堤防側疎林化

論点 伐採及び掘削方法検討
川づくり案(第5回WS)

代替案①

代替案②



音更川合流点より下流②

川づくり案（第５回）

中洲の左岸側半分程度を残して平水位で掘削することで、枝流は
保全しつつ流下断面を確保する。
併せて、河原環境の形成を図るとともに再樹林化を抑制する。
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グループ討議意見

グループ 音更川合流点下流②

A・B OK

C －

論点 なし

事務局からの提案

◆第５回ＷＳの川づくり案のとおり。

川づくり案(第5回WS)イメージパース



相生中島より上流

川づくり案（第５回）

左岸側は樹木の連続性に配慮しつつ、平水位で掘削する。
右岸の河岸側の樹林を幅50mで保全し、その後背地の樹木を伐採する
とともに、再樹林化を防止するために湿性環境を形成する。
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グループ 相生中島上流

A・B OK

C 右岸樹林保全幅を
少なくし、左岸掘削幅を減少

論点 右岸樹林保全幅を検討

グループ討議意見

代替案の検討

◆右岸樹林の保全幅を50mから10mに減した場合
・左岸側の低水路掘削幅を約50～60mから、30m程度に減少す

ることができる。

川づくり案(第5回WS)

代替案



相生中島より下流

川づくり案（第５回）

中洲については、樹林の成立している部分（中洲の半分程度）を平
水位で掘削して流下断面を確保するとともに、河原環境の形成を
図り再樹林化を防止する。
右岸側にショウドウツバメの集団営巣地があるため、左岸側を平
水位で掘削する。
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グループ討議意見

グループ 相生中島下流

A・B・C OK

論点 なし

川づくり案(第5回WS)イメージパース

事務局からの提案

◆第５回ＷＳの川づくり案のとおり。



十勝中央大橋より下流

川づくり案（第５回）

樹林を伐採後掘削して浅場環境を形成する。
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グループ 十勝川温泉下流

A・B・C OK

論点 なし

グループ討議意見

グループ討議意見

グループ 十勝中央大橋下流

A OK （エコロジーパーク下流のみ未議論）

B 川側の樹林を保全し
その背後の高水敷を掘削

C OK （白鳥護岸の整備希望）

論点 掘削方法を検討

事務局からの提案

◆第５回ＷＳの川
づくり案のとおり。

事務局からの提案

川づくり案(第5回WS)イメージパース

◆流下断面確保の観点から、川側の樹林をすべて保全す
ることは困難であるが、関係機関との調整も必要であ
り、「今後の検討課題」としたい。



十勝川温泉より下流

川づくり案（第５回）

樹林を伐採後掘削して浅場環境を形成する。
エコロジーパーク下流の樹林を「密」から「疎」にして洪水時の流れを
確保する。
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グループ討議意見

グループ 十勝中央大橋下流

A OK （エコロジーパーク下流のみ未議論）

B 川側の樹林を保全し
その背後の高水敷を掘削

関連団体から意見聴取（エコロジーパーク）

C OK （白鳥護岸の整備希望）

論点 掘削方法を検討

川づくり案(第5回WS)イメージパース

事務局からの提案

◆流下断面確保の観点から、右岸側の川側の樹林をすべて保全す
ることは困難であり、基本的には第５回ＷＳの川づくり案の
とおり。ただし、上流側とのすりつけを考慮する必要がある。

◆エコロジーパーク下流については、第５回ＷＳの川づくり案の
とおり。実施にあたっては、現地の状況を確認し関係機関等
と調整を進める。


